
航空券代の⾒積もり資料について

奨励⾦の申請をする際は、航空券代の内訳が分かる⾒積もり資料をご提出ください。
⾒積もり資料においては、以下の項⽬が必要です。

・航空券代⾦
・空港施設使⽤料等
・燃油・航空保険料
・旅客保安サービス料
・各国出⼊国税等
・取り扱い料（代理店⼿数料）等

取り扱い料（代理店⼿数料）や⾒積もり作成料等は奨励⾦の対象外です。

ここからは JTB の Web サイト（https://www.jtb.co.jp/ovs_air/）を使⽤した⾒積もり資料
の作成⽅法をご紹介します。

① 出発地、到着地、搭乗⽇程、⼈数を⼊⼒し検索する。

https://www.jtb.co.jp/ovs_air/


② 経済⾯や渡航時間等を考慮してフライトを選択し、「詳細を⾒る」のボタンをクリック
する。



③ 航空券の詳細（フライトや料⾦明細等）が表⽰されるので、スクリーンショット等で画
⾯を保存する。



④ 料⾦明細の「海外諸税等内訳」をクリックする。（合計⾦額の下の⽅にあります）

⑤ 海外諸税等内訳が表⽰されるので、スクリーンショット等で画⾯を保存する。

③と⑤で保存したものを航空券代の⾒積もり資料としてご提出ください。


